
暴力団等による不当介入時の措置フロー

発注者 受注者 警　　察

工事受注

暴力団等からの
不当介入

報告・届出報告の受理 届出の受理

工事被害 被害 被害届受理

被害等調査

妨害の排除・被害保護

工程の遅れのおそれ

協議要請協議要請の受領

工程の遅れ

受注者の責任

履行遅延の場合におけ
る損害金の請求
（請負契約約款§４５に
よる措置）

損害金の受領 損害金の支払い

変更施行計画書の受理

工期の延長

その他の措置
　年度末
　①繰越手続
　②工事打切り等

工事目的物の受領 工事完了

○総合窓口
　管理部財務課長
　℡　0823-26-1610

○呉警察署（℡　0823-29-0110）
　⇒刑事第二課長，不当介入排除専門官

○広警察署（℡　0823-75-0110）
　⇒刑事課長，不当介入排除専門官

施行計画の変更・提出

報告 届出

介入報告の指導・対応策等の指導 対応策等の指導

連絡・協議

有

無

有
協　議

無

有 無請負契約約款§２１による工期延期請求

有

無

（約款§４５　Ⅰ・Ⅱ）

（約款§２１）

変更協議・契約の変更

契約変更

引渡し

【呉市水道局建設工事請負契約約款（抜粋）】

　（乙の請求による工期の延長）
第２１条　乙は，天候の不良，第２条の規定に
　よる関連工事の調整への協力その他乙の
責
  めに帰すことができない事由により工期内に
  工事を完成することができないときは，その
  理由を明示した書面により，甲に工期の延
長
  を請求することができる。

　（工期の変更方法）
第２３条　工期の変更については，甲乙協議
  して定める。ただし，協議開始の日から１４日
  （甲があらかじめ定める場合は，その日数）
  以内に協議が整わない場合には，甲が定
  め，乙に通知する。
２　前項の協議開始の日については，甲が乙
  の意見を聴いて定め，乙に通知するものと
  する。ただし，甲が工期の変更事由が生じた
  日（第２１条の場合にあっては，甲が工期変
  更の請求を受けた日，前条の場合にあって
  は，乙が工期変更の請求を受けた日）から
  ７日以内に協議開始の日を通知しない場合
  には，乙は，協議開始の日を定め，甲に通
知
  することができる。

　（履行遅延の場合における損害金等）
第４５条　乙の責めに帰すべき事由により工
期
  内に工事を完成することができない場合にお
  いては，甲は損害金の支払を乙に請求する
  ことができる。
２　前項の損害金の額は，請負代金額から部
  分引渡しを受けた部分に相当する請負代金
  額を控除した額につき，遅延日数に応じ，年
  ３．７パーセントの割合で計算した額とする。
３　甲の責に帰すべき事由により，第３２条第
２
  項（第３８条において準用する場合を含む。）
  の規定による請負代金の支払が遅れた場合
  においては，乙は，未受領金額につき，遅延
  日数に応じ，年３．７パーセントの割合で計
算


